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内容につきましては、与党公表に基づき一般的な概要をまとめたものです。
今後、国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容と異なる
場合もありますので、ご留意ください。
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そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。

P- 49



1

内容につきましては、｢令和8年度税制改正大綱｣(令和7年12月19日与党公表)に基づき､情報の提供を目的として､一般的な概要をまとめたものです。
そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。

P- 50



内容につきましては、｢令和8年度税制改正大綱｣(令和7年12月19日与党公表)に基づき､情報の提供を目的として､一般的な概要をまとめたものです。
そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。

P- 51



1

内容につきましては、｢令和8年度税制改正大綱｣(令和7年12月19日与党公表)に基づき､情報の提供を目的として､一般的な概要をまとめたものです。
そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。

P- 52


